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第
二
章　
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
を
読
む

及
川　

亘

は
じ
め
に

　
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」（
以
下
「
絵
図
」
と
す
る
）【
口
絵
２
、
巻
末
史
料
編
】

は
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
江
戸
幕
府
が
諸
大
名
を
動
員
し
て
実
施
し
た
名
古

屋
城
普
請
の
丁
場
割
す
な
わ
ち
工
事
分
担
を
描
い
た
大
型
の
絵
図
で
あ
る
。
各
助
役

大
名
へ
の
丁
場
の
割
り
当
て
を
示
し
、
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
が
請
取
・
確
認
の
花

押
を
据
え
て
い
る
。
名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
本
工
事
開
始
時
の
プ
ラ
ン
を
描
い
た
も

の
で
、
名
古
屋
城
築
城
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」・「
名
古
屋
城
普
請
町
場
請
取
絵
図
」
と

い
う
名
称
で
数
種
の
写
本
が
知
ら
れ
て
い
た
が（

１
）、

慶
長
十
五
年
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵

図
は
所
在
不
明
で
あ
っ
た
。
近
年
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
ら
れ
る
絵
図
が
靖
國

神
社
遊
就
館
の
収
蔵
品
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
も
と
に
絵

図
を
読
み
解
い
て
ゆ
き
た
い
。

一　

靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
絵
図
に
つ
い
て

　

靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
の
「
絵
図
」
は
、
近
年
た
ま
た
ま
遊
就
館
の
収
蔵
品
の
中

か
ら
見
つ
か
っ
た
も
の
で
、
縦
二
〇
〇
セ
ン
チ
、
横
二
五
四
セ
ン
チ
の
大
型
の
色
紙

貼
り
絵
図
で
あ
る（

２
）。

　

石
垣
部
分
に
、
図
版
で
は
少
し
色
の
違
い
が
分
か
り
に
く
い
が
、
赤
茶
と
黄
色
の

色
紙
を
貼
り
、
堀
に
水
色
の
色
紙
を
貼
っ
て
い
る
。
天
守
周
り
や
深
井
丸
な
ど
一
部

色
紙
が
脱
落
し
た
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
【
口
絵
２
―
２
・
図
１
】。
ま
た
「
絵
図
」

の
北
東
部
分
に
は
助
役
大
名
の
役
高
と
割
り
当
て
ら
れ
た
石
垣
の
坪
数
が
記
さ
れ
て

い
る
【
図
２
】。
そ
れ
ぞ
れ
の
丁
場
に
は
担
当
す
る
大
名
家
が
示
さ
れ
、
大
名
家
の

普
請
奉
行
が
花
押
を
据
え
る
。

　

伝
来
と
し
て
は
明
治
時
代
に
名
古
屋
城
の
所
管
が
尾
張
徳
川
家
か
ら
陸
軍
、
そ
し

て
宮
内
省
へ
と
移
る
過
程
で
、
陸
軍
時
代
に
遊
就
館
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宮

内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
の
江
戸
中
期
の
写
本
と
同
様
の
装
丁
が
施
さ
れ
て
お

り
、
写
本
の
作
成
と
同
時
に
修
理
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
時
代
に
は
名
古
屋

城
多
聞
矢
倉
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
「
絵
図
」
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花
押
に
注
目
す
る
と
、
鍋
島
家
普
請
奉
行

の
葉
茂
長
と
い
う
人
物
の
花
押
が
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。【
図
３
】の
左
が「
絵

図
」
に
据
え
ら
れ
た
花
押
で
、
右
が
同
時
期
の
葉
茂
長
の
書
状
に
据
え
ら
れ
た
花
押

で
あ
る
。「
絵
図
」
の
花
押
は
全
部
で
九
ヶ
所
あ
る
が
、
す
べ
て
一
致
す
る
。

図１　名古屋御城石垣絵図（部分・本丸周辺）
※以下、本章の図版は特に注記のない限り「名古屋御城石

垣絵図」（靖國神社遊就館蔵・東京大学史料編纂所撮影）
である。
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こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
遊
就
館
本
は
慶
長
十
五
年
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
絵
図
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

助
役
大
名
の
傾
向
と
丁
場
割
の
特
徴

　

こ
こ
で
は
「
絵
図
」
に
登
場
す
る
助
役
大
名
の
傾
向
を
つ
か

み
、
助
役
大
名
相
互
の
関
係
に
着
目
し
て
、
絵
図
か
ら
読
み
取

れ
る
丁
場
割
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

助
役
大
名
の
傾
向

　

助
役
大
名
の
傾
向
を
見
る
た
め
に
「
絵
図
」
か
ら
大
名
の
一

覧
を
作
成
す
る
と
【
別
表
】
の
よ
う
に
な
る
。
左
か
ら
大
名
名
、

居
城
、
名
古
屋
城
普
請
で
の
役
高
す
な
わ
ち
賦
課
基
準
と
な
っ

た
石
高
、
割
り
当
て
ら
れ
た
坪
数
、
そ
し
て
一
番
右
に
そ
れ
ぞ

れ
の
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
記
し
て
い
る
。

　

大
名
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
よ
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
豊
臣
恩
顧
の
西
国
大
名
が
動
員
さ
れ
て
い
る

が
、
別
の
見
方
を
す
る
と
徳
川
家
姻
戚
の
大
名
が
目
立
つ
。
こ

れ
に
は
頭
に
黒
丸
印
（
●
）
を
付
け
た
。
国
持
ク
ラ
ス
の
出
役

大
名
の
ほ
と
ん
ど
が
徳
川
将
軍
家
つ
ま
り
家
康
・
秀
忠
の
姻
戚
で
あ
り
、
ま
た
浅
野

幸
長
（
紀
伊
和
歌
山
）
の
女
は
名
古
屋
城
の
初
代
城
主
と
な
る
徳
川
義
直
と
当
時
婚

約
し
た
状
態
に
あ
る
。

　

次
に
大
名
の
表
高
す
な
わ
ち
幕
府
公
認
の
石
高
と
、
役
高
す
な
わ
ち
実
際
の
賦
課

基
準
と
な
る
石
高
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
【
別
表
】
の
一
番
上
の
前
田
利

常
（
加
賀
金
沢
）
は
表
高
一
〇
三
万
石
あ
ま
り
で
あ
る
が
、
役
高
は
一
三
四
万
石
あ

図２　部分・出役大名一覧

図３　鍋島家普請奉行葉茂長の花押
　左：名古屋御城石垣絵図（靖國神社遊就館所蔵）
　右：慶長十六年五月四日付葉茂長書状（佐賀県立図書館所蔵「坊所鍋島家文書」）
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ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
前
田
家
を
含
め
て
、
頭
に
白
丸
印
（
○
）
を
付
け
た
大
名
は

役
高
が
表
高
に
対
し
て
三
割
増
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
年
の
丹
波
篠
山
城
普
請
に
出

役
し
な
か
っ
た
大
名
が
役
高
三
割
増
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
出
役
し
た
大
名

は
表
高
通
り
の
役
高
と
な
っ
て
い
る
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
慶
長
十
五
年
二
月
の
段

階
で
は
篠
山
城
普
請
に
出
役
し
た
大
名
は
名
古
屋
城
普
請
は
免
除
の
方
針
で
あ
っ
た

が
、
結
局
そ
れ
ら
の
大
名
も
動
員
す
る
こ
と
に
な
り
、
役
高
を
差
別
す
る
こ
と
で
彼

ら
の
名
古
屋
城
普
請
で
の
負
担
を
相
対
的
に
軽
減
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

助
役
大
名
相
互
の
関
係
⑴
　
細
川
家
の
場
合

　

助
役
大
名
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
細
川
家
（
豊
前
小
倉
）
の
場
合
を
見
て

み
た
い
。
細
川
家
の
家
記
で
あ
る
「
綿
考
輯
録
」
の
巻
十
八
に
よ
る
と
、
慶
長
十
五

年
正
月
十
九
日
、
細
川
家
で
は
出
役
す
る
普
請
衆
が
豊
前
小
倉
を
出
発
す
る
。
同
日

付
で
、
細
川
忠
興
の
家
老
か
ら
家
中
の
普
請
奉
行
に
宛
て
た
覚
書（

３
）
に
は
、「
一
、
御

普
請
組
合
、
彦
六
殿
・
右
衛
門
大
夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
組
合
𛂈
成
候
様
𛂈
可
仕
事
」

と
あ
る
。
稲
葉
典
通
（
豊
後
臼
杵
）・
木
下
延
俊
（
豊
後
日
出
）・
毛
利
高
政
（
豊
後

佐
伯
）
と
「
御
普
請
組
合
」
と
な
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
稲
葉
典
通
の
嫡

男
一
通
の
室
は
細
川
忠
興
の
娘
、
木
下
延
俊
の
室
は
忠
興
の
妹
で
、
細
川
家
と
両
家

は
姻
戚
関
係
に
あ
る
。
毛
利
高
政
に
つ
い
て
は
細
川
家
と
の
姻
戚
関
係
は
知
ら
れ
な

い
が
、
忠
興
と
高
政
は
近
隣
の
昵
懇
大
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
じ
覚
書
で

も
っ
と
具
体
的
に
、「
一
、
小
屋
も
普
請
場
も
組
衆
を
脇
々
𛂈
置
候
て
、
御
家
中
中

𛂈
有
之
様
𛂈
可
仕
事
」
と
、
普
請
衆
の
駐
屯
す
る
小
屋
場
や
普
請
丁
場
が
細
川
家
を

中
央
に
お
い
て
稲
葉
家
な
ど
と
隣
り
合
う
よ
う
に
配
慮
せ
よ
と
も
指
示
さ
れ
て
い

る
。

　

実
際
に
「
絵
図
」
で
細
川
家
と
稲
葉
家
な
ど
の
丁
場
を
確
認
し
て
み
る
と
、【
図
４
】

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
四
角
で
囲
っ
た
の
が
細
川
家
で
、
丸
で
囲
っ
た
の
が
稲
葉

家
・
木
下
家
・
毛
利
家
で
あ
る
。
実
際
に
隣
り
合
っ
て
い
る
箇
所
が
多
い
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
よ
う
に
細
川
家
家
老
か
ら
普
請
奉
行
へ
の
指
示
は
実
際
の
丁
場
割
に
反

映
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
幕
府
普
請
奉
行
と
の
交
渉
が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
正
月
十
九
日
付
の
細
川
家
中
の
掟
書（

４
）

で
は
、「
一
、
余
所
𛂈
喧
嘩

【別表】慶長 15年名古屋城公儀普請助役大名一覧

大名名 居城 役高（万石）坪数（坪） 普請奉行のセット
● ○ ◎ 前田利常 加賀金沢 134.25100 5076.72 大橋九郎兵衛・杉江兵助／大橋九郎兵衛
● ○ ◎ 黒田長政 筑前福岡 40.30000 1537.60 衣笠因幡守・九鬼四郎兵衛
● ○ ◎ 細川忠興 豊前小倉 39.00000 1488.00 戸田助左衛門・中嶋左近
● ○ ◎ 鍋島勝茂 肥前佐賀 46.41468 1770.76 葉次郎右衛門尉・馬渡弥七左衛門尉
● ○ ◎ 田中忠政 筑後柳川 39.27105 1498.20 浅山大兵衛・和田太郎左衛門

○ ◎ 寺沢広高 肥前唐津 12.36898 476.25 谷山平左衛門
○ 毛利高政 豊後佐伯 2.47000 94.30 森河筑後守
○ 竹中重利 豊後荷揚 2.60000 100.90 高木九郎左衛門／高木三郎左衛門（誤カ）
○ 稲葉典通 豊後臼杵 6.57800 248.70 土屋弥兵衛
○ ◎ 木下延俊 豊後日出 3.90000 148.80 八嶋九右衛門
○ ― 金森可重 飛騨高山 4.99232 189.40 稲本小左衛門・時枝久右衛門／稲本小左衛門

● 池田輝政 播磨姫路 80.75000 3413.47 本次勘解由・寺西次右衛門／寺西次右衛門・
岩越二郎兵衛／寺西次右衛門

生駒正俊 讃岐高松 8.59000 池田家に含 記載なし／伴次兵衛（花押なし）

● 福島正則 安芸広島 49.82000 1909.12 牧主馬頭・水野次右衛門／市橋五右衛門・米
井弥右衛門・大村勘右衛門

● 浅野幸長 紀伊和歌山 37.42000 1448.81 生駒平兵衛・野田三太夫
● 山内忠義 土佐高知 20.26000 773.47 渋谷長左衛門・山田久兵衛
● 毛利秀就 長門萩 20.00000 764.84 藤井太郎右衛門・入江与三兵衛
● 蜂須賀至鎮 阿波徳島 18.67000 713.13 牧太郎左衛門

加藤嘉明 伊予松山 19.16000 732.17 栗田伝右衛門・杉山吉左衛門／栗田伝右衛門
● 加藤清正 肥後熊本 記載なし 記載なし 記載なし
　　　　●徳川家姻戚の大名：浅野幸長女は徳川義直（尾張家初代）と婚約、他は全て将軍家姻戚
　　　　○表高に対して役高 3 割増しの大名
　　　　◎「名古屋御城御普請御役高ノ覚」の「御本丸之衆」
　　　　※加藤清正（約 52 万石・天守台）は絵図に記載なし
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有
之
共
、
見
物
も
か
た
く
停
止
、
若
相
背
は
急
度
可
成
敗
、
稲
葉
彦
六
殿
・
木
下

右
衛
門
大
夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
家
中
申
事
あ
ら
𛂞
、
此
方
家
中
同
前
𛂈
覚
悟
可

仕
事
」
と
、喧
嘩
お
よ
び
そ
の
見
物
も
禁
止
す
る
条
項
の
中
で
、稲
葉
家
・
木
下
家
・

毛
利
家
で
相
論
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
自
家
中
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
を
定
め

て
い
る
。
こ
の
掟
書
で
は
他
に
も
、「
一
、
此
方
之
普
請
場
と
、
他
所
之
町
場
と

の
間
へ
、
稲
葉
彦
六
殿
・
木
下
右
衛
門
大
夫
殿
・
毛
利
伊
勢
守
殿
、
三
人
之
内
を

入
候
様
𛂈
可
仕
候
、
万
一
其
分
𛂈
不
成
所
は
、
堺
目
を
残
置
、
他
所
之
者
に
不
構

様
に
可
仕
立
事
」と
あ
り
、細
川
家
と
他
家
と
の
丁
場
の
間
に
は
稲
葉
家
・
木
下
家
・

毛
利
家
の
三
家
の
う
ち
の
一
つ
が
入
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
万
一
稲
葉
家
な

ど
と
隣
り
合
わ
な
い
丁
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
家
に
は
構
わ
ず
、
境
目
を
残

し
て
築
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
稲
葉
家
な
ど
と
の
境
目
は
協
調
し

て
築
き
、
そ
の
他
の
家
と
の
境
目
は
最
後
に
幕
府
普
請
奉
行
の
指
示
に
よ
り
擦
り

合
わ
せ
を
行
い
つ
つ
築
く
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
細
川
家
は「
組
合
」

で
あ
る
稲
葉
家
・
木
下
家
・
毛
利
家
と
協
力
し
な
が
ら
工
事
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

助
役
大
名
相
互
の
関
係
⑵
　
山
内
家
と
四
国
（
南
海
道
）
大
名
の
場
合

　

次
に
山
内
家
（
土
佐
高
知
）
と
四
国
大
名
の
場
合
を
見
て
み
た
い
。

　

幕
府
年
寄
本
多
正
信
か
ら
山
内
忠
義
に
宛
て
た
二
月
十
一
日
（
慶
長
十
五
年
）

付
の
書
状（

５
）
に
は
、「
四
国
衆
当
年
御
普
請
之
儀
𛂞
、
去
年
丹
波
之
御
普
請
被
成
候

付
而
、
御
赦
免
之
旨
𛂈
候
、
尤
相
替
御
普
請
御
座
候
者
、
可
被
請
取
之
由
、
示
預

候
通
披
露
仕
候
処
𛂈
、
被
入
御
念
之
段
、
悦
被
思
召
、
一
段
之
御
仕
合
共
𛂈
御
座

候
キ
」
と
あ
り
、
二
月
の
時
点
で
は
前
年
丹
波
篠
山
城
普
請
に
出
役
し
た
四
国
大

名
は
当
年
の
公
儀
普
請
を
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
忠
義
は
別
に
普
請
が
あ
る
よ
う

で
あ
れ
ば
出
役
し
た
い
と
の
旨
を
申
し
出
て
お
り
、
幕
府
の
覚
え
も
一
段
と
良

図４　細川家丁場　　　凡例：□細川／○稲葉・木下・毛利
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か
っ
た
。
そ
し
て
忠
義
は
駿
府
へ
の
参
勤
の
途
中
、
近
江
草
津
で
閏
二
月
二
日
（
慶

長
十
五
年
）
付
の
家
康
付
幕
府
年
寄
お
よ
び
幕
府
普
請
奉
行
か
ら
名
古
屋
城
普
請
出

役
の
命
令
を
受
け
取
り
、
同
時
に
池
田
輝
政
（
播
磨
姫
路
）
か
ら
も
そ
の
命
令
に
つ

い
て
伝
達
さ
れ
る（

６
）。

　

山
内
家
は
丹
波
篠
山
城
普
請
で
は
、
加
藤
家
（
伊
予
松
山
）、
蜂
須
賀
家
（
阿
波

徳
島
）、
そ
し
て
浅
野
家
な
ど
と
情
報
交
換
を
行
い
な
が
ら
普
請
に
従
事
し
た
が（

７
）、

同
時
に
こ
の
普
請
の
惣
奉
行
で
も
あ
る
池
田
輝
政
の
動
向
に
注
視
し
、
そ
れ
に
倣
っ

て
行
動
し
た（

８
）。
名
古
屋
城
普
請
出
役
の
命
令
を
池
田
か
ら
伝
達
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
名
古
屋
城
普
請
に
際
し
て
も
輝
政
の
指
南
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

９
）。

　

山
内
家
を
含
む
四
国
大
名（
＋
浅
野
家
）の
丁
場
を「
絵
図
」で
確
認
す
る【
図
５
】。

南
海
道
と
い
う
く
く
り
で
見
れ
ば
紀
伊
の
浅
野
家
も
四
国
大
名
と
同
じ
地
域
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
四
角
で
囲
っ
た
の
が
山
内
家
・
加
藤
家
・
蜂
須
賀
家
・
生
駒
家（
讃

岐
高
松
）
の
四
国
大
名
と
浅
野
家
で
、
丸
で
囲
っ
た
の
が
池
田
家
で
あ
る
。
や
は
り

か
な
り
ま
と
ま
っ
て
丁
場
が
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

図５　四国（南海道）大名丁場　　凡例：□山内・蜂須賀・加藤・生駒・浅野／○池田
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助
役
大
名
相
互
の
関
係
⑶
　
池
田
家
と
生
駒
家
の
場
合

　

次
に
池
田
家
と
生
駒
家
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。「
絵
図
」
で
は
池
田
輝

政
と
生
駒
正
俊
の
丁
場
の
坪
数
は
合
算
、
す
な
わ
ち
生
駒
家
分
は
池
田
家
分
に
算
入

さ
れ
て
い
る
【
別
表
】。「
絵
図
」
で
は
池
田
家
・
生
駒
家
の
丁
場
は
【
図
６
】
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
四
角
で
囲
っ
た
の
が
池
田
家
、
丸
で
囲
っ
た
の
が
生
駒
家
で
あ

る
。
必
ず
し
も
両
者
の
丁
場
は
隣
り
合
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
生
駒
家
の

丁
場
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
普
請
奉
行
名
の
記
載
そ
の
も
の
が
な
い
場
合
が
多
く

【
図
７
】、
奉
行
名
の
記
載
が
あ
っ
て
も
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
な
い
【
図
８
】。
こ

れ
に
は
事
情
が
あ
り
、
生
駒
家
は
慶
長
十
五
年
三
月
十
八
日
に
当
主
の
一
正
が
亡
く

な
り
正
俊
は
家
督
を
継
承
し
た
直
後
で
あ
り（

（（
（

、
生
駒
家
は
池
田
家
の
後
見
・
指
揮
の

も
と
普
請
に
参
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
関
係
か
ら
か
、
後
に
池
田

輝
政
四
男
輝
澄
と
正
俊
の
娘
が
婚
姻
す
る
こ
と
に
な
る
。

図６　池田家・生駒家丁場　　凡例：□池田／○生駒

図７　生駒家丁場（搦手馬出）

図８　生駒家丁場（深井丸北東部）
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助
役
大
名
相
互
の
関
係
⑷
　
そ
の
他
の
大
名

　

最
後
に
そ
の
他
の
大
名
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
中
国
大
名
の
福
島
家
（
安
芸
広
島
）
と
毛
利
家
（
長
門
萩
）
の
丁
場
で
あ
る

【
図
９
】。
四
角
で
囲
っ
た
の
が
福
島
家
・
毛
利
家
、
丸
で
囲
っ
た
の
が
池
田
家
で
こ

れ
は
参
考
と
し
て
挙
げ
た
。
や
は
り
福
島
家
・
毛
利
家
の
丁
場
が
隣
り
合
う
場
合
が

多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
九
州
大
名
の
黒
田
家
（
筑
前
福
岡
）
以
下
の
九
家
で
あ
る
【
図
10
】。
四
角

で
囲
っ
た
の
が
九
州
大
名
で
、
同
じ
よ
う
に
参
考
と
し
て
池
田
家
を
丸
で
囲
ん
だ
。

九
家
と
数
が
多
い
こ
と
か
ら
自
然
と
丁
場
が
隣
り
合
う
こ
と
が
多
く
な
る
が
、
先
に

見
た
細
川
家
と
稲
葉
家
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
九
州
大
名
と
い
う
く
く
り
で
見
て
も
丁

場
に
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
黒
田
家
と
細
川
家
・
蜂
須
賀
家
の
よ
う
に
当
時
不
仲
だ
っ
た
大
名
に

つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
【
図
11
】。
四
角
で
囲
っ
た
の
が
黒
田
家
で
、丸
で
囲
っ

た
の
が
細
川
家
と
蜂
須
賀
家
で
あ
る
。
丁
場
が
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
隣
接
は
し

な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
池
田
家
に
つ
い
て
は
四
国
大
名
を
中
心
に
、

中
国
大
名
・
九
州
大
名
の
い
ず
れ
と
も
隣
接
す
る
丁
場
が
あ
る
【
図
５
・
９
・
10
】。

こ
こ
で
は
詳
し
く
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
家
康
の
信
任
厚
い
池
田
輝
政
の
役
割

に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
前
田
家
は
役
高
の
高
さ
に
相
応
し
て
二
ノ
丸
の
大
半
と
そ
の
ほ
か
の
部
分

で
も
何
ヶ
所
も
丁
場
を
請
け
取
っ
て
い
る
【
図
12
】。

　

ま
た
、
本
丸
の
北
西
に
位
置
す
る
深
井
丸
の
北
東
部
分
に
は
「
行
合
町
場
」
と
呼

ば
れ
る
ど
の
大
名
家
に
も
割
り
付
け
ら
れ
て
い
な
い
丁
場
が
あ
る
【
図
13
】。
こ
れ

は
調
整
用
の
丁
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

図９　中国大名丁場　　凡例：□福島・毛利／○池田
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図 10　九州大名丁場　　凡例：□九州大名／○池田

図 11　黒田家丁場　　凡例：□黒田／○細川・蜂須賀
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最
後
に
、
天
守
台
は
加
藤
家
（
肥
後
熊
本
）
が
単
独
で
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
「
絵
図
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
【
図
13
】。
ま
た
、
小
天
守
に
つ
い
て
は
翌

年
に
穴
太
衆
を
動
員
し
て
普
請
す
る
こ
と
に
な
る
の
で（

（（
（

、や
は
り
記
載
が
な
い【
図
13
】。

丁
場
割
の
特
徴

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
丁
場
割
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
四
国
大
名
・
中
国
大
名
・
九
州
大
名
な
ど
の
地
域
ご
と
の
丁
場
の
ま
と
ま
り

が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
近
隣
大
名
間
で
工
事
の
進
捗
を
競
わ
せ
る
と
い

う
意
味
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
細
川
家
の
「
御
普
請
組
合
」
の
例
で
見
た
よ
う
に

近
隣
の
姻
戚
・
昵
懇
の
大
名
同
士
の
丁
場
が
隣
接
し
、
そ
れ
ら
の
大
名
間
で
自
発
的

な
協
力
関
係
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
意
味
を
重
視
し
て
お
き
た

図 12　前田家丁場　　凡例：□前田家

図 13　天守・小天守・行合丁場（深井丸）
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い
。
の
ち
の
元
和
・
寛
永
期
の
大
坂
城
・
江
戸
城
普
請
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
幕
府
の

設
定
に
よ
る
大
名
の
組
編
成
は
名
古
屋
城
普
請
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
大
坂
城

普
請
な
ど
で
稲
葉
家
・
木
下
家
は
細
川
家
の
組
に
編
入
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

元
和
・
寛
永
期
に
完
成
さ
れ
る
公
儀
普
請
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
な
が
っ
て
い
く

意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
逆
に
黒
田
家
と
細
川
家
・
蜂
須
賀
家
の
よ
う
に
当
時
不
仲
の
大
名
の
丁
場

は
隣
接
し
な
い
。
幕
府
普
請
奉
行
は
各
大
名
間
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
、
各
大
名

家
普
請
奉
行
と
の
交
渉
・
調
整
に
よ
り
丁
場
割
を
行
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で

あ
る
。

三　

丁
場
割
の
決
定
過
程
／
絵
図
の
作
成
時
期

　

こ
こ
で
は
慶
長
十
五
年
の
経
過
を
六
月
三
日
の
根
石
置
き
す
な
わ
ち
本
工
事
開
始

前
ま
で
に
つ
い
て
改
め
て
概
観
し
、
次
に
細
川
家
に
お
い
て
卯
月
十
八
日
付
で
作
成

さ
れ
た
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
之
覚
」
と
い
う
史
料
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

そ
し
て
「
絵
図
」
に
見
え
る
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
に
つ
い
て
検
討
し
て
、「
絵
図

の
作
成
時
期
を
考
え
た
い
。

慶
長
十
五
年
の
経
過

　
「
絵
図
」
の
作
成
と
関
連
し
て
、
六
月
三
日
の
根
石
置
き
以
前
の
慶
長
十
五
年
の

経
過
は
概
ね
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

・
正
月
頃
、「
当
代
記
」
な
ど
に
よ
る
と
、
前
年
の
十
一
月
に
幕
府
普
請
奉
行

牧
長
勝
が
現
地
に
城
地
の
縄
張
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
、
正
月
に
徳
川
家
康
自
ら

名
古
屋
に
赴
き
縄
張
を
確
定
し
た
と
さ
れ
る（

（（
（

。
家
康
自
身
が
名
古
屋
に
赴
い
た

と
す
る
の
は
定
か
で
は
な
い
が（

（（
（

、
こ
の
頃
に
城
の
縄
張
な
ど
が
確
定
し
て
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

・
正
月
十
九
日
、
細
川
家
の
普
請
衆
が
国
許
を
出
発
し
、
先
に
触
れ
た
掟
類
が

制
定
さ
れ
る
。

　
　

・
二
月
二
十
四
日
、
秀
忠
が
家
康
の
い
る
駿
府
に
到
着
し
、
諸
大
名
も
駿
府
に

参
府
す
る
。

　
　

・
閏
二
月
二
日
、
山
内
忠
義
に
名
古
屋
城
普
請
の
命
令
が
下
さ
れ
る
。
二
月

十
一
日
の
時
点
で
は
前
年
の
篠
山
城
普
請
に
出
役
し
た
大
名
は
免
除
の
方
針
で

あ
っ
た
が
、
彼
ら
も
こ
こ
で
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

・
閏
二
月
八
日
、
参
府
し
て
い
た
助
役
大
名
が
名
古
屋
に
向
け
て
駿
府
を
出
発

す
る
。

　
　

・
三
月
十
八
日
、
生
駒
家
の
当
主
一
正
の
死
歿
を
受
け
て
、
四
月
に
か
け
て
嫡

男
正
俊
が
家
督
を
継
承
す
る
。

　
　

・
四
月
十
八
日
、
細
川
家
で
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」
が
作
成

さ
れ
る
。

　
　

・
五
月
十
三
日
、
細
川
忠
利
が
自
家
の
普
請
奉
行
で
あ
る
岡
村
半
右
衛
門
を
手

討
に
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
第
四
章
の
後
藤
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　

・
六
月
三
日
、「
当
代
記
」
に
よ
る
と
、
根
石
置
き
す
な
わ
ち
本
工
事
が
一
斉

に
開
始
し
た
と
さ
れ
る
。

卯
月
十
八
日
付
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」
に
つ
い
て

　

近
年
、
熊
本
大
学
所
蔵
「
松
井
家
文
書
」
の
中
か
ら
卯
月
十
八
日
付
「
名
古
屋
御

城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」（
以
下
「
役
高
ノ
覚
」
と
す
る
）【
口
絵
１
・
図
14
（
ａ

〜
ｕ
は
著
者
に
よ
る
）】
と
い
う
史
料
が
発
見
さ
れ
た
。
慶
長
十
五
年
四
月
時
点
で

の
名
古
屋
城
普
請
の
天
守
・
本
丸
・
二
ノ
丸
以
下
の
丁
場
坪
数
と
各
大
名
家
の
役
高
、
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細
川
家
へ
割
当
て
ら
れ
た
丁
場
坪
数
に
関
す
る
報
告
で
、

細
川
家
普
請
奉
行
の
岡
村
半
右
衛
門
・
戸
田
助
左
衛
門
・

中
嶋
左
近
の
三
名
か
ら
細
川
忠
興
の
家
老
へ
宛
て
た
も
の

で
あ
る
。

　
「
役
高
ノ
覚
」
で
は
助
役
大
名
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
て
い
る
。
一
つ
目
は
「
御
天
守
」
で
、
加
藤
清
正
が

単
独
で
担
当
す
る
。
次
は
「
御
本
丸
之
衆
」
で
、
前
田
利

常
・
細
川
忠
興
な
ど
七
大
名
が
本
丸
を
担
当
す
る
。
助
役

大
名
の
一
覧
表
【
別
表
】
で
は
二
重
丸
印
（
◎
）
を
つ
け

て
お
い
た
。
前
田
家
以
外
は
全
て
九
州
大
名
で
あ
る
。
最

後
が
「
御
二
ノ
丸
加
衆
」
で
、
池
田
輝
政
・
山
内
忠
義
な

ど
十
一
大
名
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
前
年
の
丹
波
篠
山
城

普
請
に
出
役
し
た
大
名
は
全
て
こ
ち
ら
に
含
ま
れ
る（

（（
（

。「
御

二
ノ
丸
加
衆
」
と
「
御
本
丸
之
衆
」
と
で
二
ノ
丸
以
下
を

担
当
す
る
。
各
大
名
の
役
高
は
全
て
表
高
通
り
と
な
っ
て

い
る
。

　

本
丸
と
二
ノ
丸
の
分
担
の
あ
り
方
は
、
三
月
二
十
二
日

（
慶
長
十
五
年
）
付
細
川
忠
利
書
状（

（（
（

に
、「
一
、
役
𛂈
く
𛂞

は
り
候
中
国
・
四
国
・
き
の
国
衆
𛂞
、
丹
波
さ
ゝ
山
ノ
ふ

し
ん
仕
候
間
、
今
度
之
御
ふ
し
ん
𛂞
、
本
丸
ハ
不
残
九
州
・

北
国
・
𛃉
の
衆
仕
候
、
二
ノ
丸
𛂞
後
跡
之
衆
と
も
𛂈
い
り

𛂈
仕
候
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
月
の
時
点
で
既
に
決

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
役
高
ノ
覚
」
に
は
「
美

濃
衆
」
の
記
載
が
な
い
が
、
具
体
的
な
出
役
大
名
が
決
ま

ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
代
替
わ
り
の
時
期
に
重
な
っ
た
生
駒
家
が
「
役
高
ノ
覚
」
で
は
「
生
駒
讃

岐
守
」（
生
駒
一
正
、慶
長
十
五
年
三
月
十
八
日
卒
）、「
絵
図
」で
は「
生
駒
左
近
大
輔
」

（
生
駒
正
俊
、一
正
嫡
男
）
と
な
っ
て
お
り
、「
絵
図
」
に
記
載
の
あ
る
金
森
可
重
（
飛

騨
高
山
）
が
「
役
高
ノ
覚
」
に
は
現
れ
な
い（

（（
（

。
従
っ
て
「
絵
図
」
の
作
成
は
「
役
高

ノ
覚
」
の
後
、
す
な
わ
ち
四
月
十
八
日
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
役
高
ノ
覚
」
に
よ
る
と
、
先
ず
本
丸
の
役
高
は
全
体
で
二
四
二
・
三
九
六
七
万
石

（a

）、坪
数
は
五
八
五
二
坪
（f=b+d

）、一
万
石
当
た
り
約
二
四
・
一
四
二
二
坪
（x=f/

a

）
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
細
川
家
は
役
高
三
〇
万
石
に
対
し
七
五
四
・
二
六
九

坪
（g=c+e

）
が
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
一
万
石
当
た
り
二
五
・
一
四
二
三
坪 

（x

’ =g/30

）
で
、
や
や
負
担
が
大
き
い
が
、
こ
れ
は
個
別
の
事
情
に
よ
る
誤
差
の
範

囲
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
二
ノ
丸
以
下
の
役
高
は
全
体
で
五
〇
五
・
九
七
二
七
万
石
（i=a+h

）、坪
数
は

一
七
八
二
九
・
五
坪（r=j+l+n+p

）、一
万
石
当
た
り
約
三
五
・
二
三
八
一
坪（y=r/i

）

の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
細
川
家
は
役
高
三
〇
万
石
に
対
し
一
〇
五
八
・
三
三
九

坪
（s=k+m

+o+q

）
が
割
り
当
て
ら
れ
、
一
万
石
当
た
り
約
三
五
・
二
七
八
〇
坪 

（y

’ =s/30

）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
誤
差
の
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
御
本
丸
之
衆
」
の
負
担
は
本
丸
と
二
ノ
丸
以
下
を
足
し
た
も
の
で
、
一
万
石

あ
た
り
約
五
九
・
三
八
〇
三
坪
（z=x+y

）
と
な
る
。
細
川
家
の
場
合
は
合
わ
せ

て
一
八
一
二
・
六
〇
八
坪
（u=g+s

）
が
割
り
当
て
ら
れ
、
一
万
石
当
た
り
で
は
約

六
〇
・
四
二
〇
三
坪
（z

’ =x

’ +y

’ =u/30

）
と
な
る
。「
御
二
ノ
丸
加
衆
」
は
一
万
石

当
た
り
約
三
五
・
二
三
八
一
坪
（y

）
で
あ
る
か
ら
、「
御
本
丸
之
衆
」
の
負
担
は
「
御

二
ノ
丸
加
衆
」
の
約
一
・
七
倍
（z/y

）
と
な
り
、「
御
本
丸
之
衆
」
の
負
担
が
か
な

り
重
い
こ
と
が
分
か
る
。
細
川
家
な
ど
「
御
本
丸
之
衆
」
の
不
満
は
強
か
っ
た
の
で

図 14　名古屋御城御普請衆御役高ノ覚　熊本大学蔵
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
天
守
台
を
除
く
本
丸
・
二
ノ
丸
以
下
の
全
体
の
坪

数
は
二
三
六
八
一
・
五
坪
（t=b+r

）
で
あ
る
。

　

一
方
で
、「
絵
図
」
で
は
全
体
の
役
高
が
五
八
六
・
七
四
五
八
三
万
石
、
坪
数
は

二
二
三
八
三
・
六
三
坪
で
、
一
万
石
当
た
り
の
坪
数
は
約
三
八
・
一
五
坪
、
細
川
家
の

役
高
は
三
九
万
石
す
な
わ
ち
表
高
の
三
割
増
で
、
こ
れ
に
対
し
一
四
八
八
坪
、
一
万

石
あ
た
り
で
は
約
三
八
・
一
五
坪
と
な
っ
て
い
る
。
一
万
石
当
た
り
の
坪
数
は
統
一

さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
、
篠
山
城
普
請
に
出
役
し
な
か
っ
た
大
名
の
役
高
を
三
割
増
し
、

す
な
わ
ち
負
担
を
一
・
三
倍
に
す
る
と
い
う
の
が
、
落
し
ど
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
「
役
高
ノ
覚
」
は
丁
場
割
の
決
定
過
程
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味

深
い
史
料
で
あ
る
。

「
絵
図
」
に
見
え
る
大
名
家
の
普
請
奉
行

　

次
に
「
絵
図
」
に
見
え
る
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。【
別

表
】
の
一
番
右
の
欄
は
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
の
名
前
を
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
区
切
っ
た
の
は
、「
絵
図
」
に
現
れ
る
普
請
奉
行
の
組
み
合
わ

せ
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
福
島
家
で
あ
れ
ば
、
牧
・
水
野
の
組
み
合
わ
せ
で
現
れ

る
箇
所
と
市
橋
・
米
井
・
大
村
の
組
み
合
わ
せ
で
現
れ
る
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
前
田
家
・
池
田
家
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、大
名
家
に
よ
っ

て
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
二
人
一
組
の
家
が
多
く
、
役
高
の
低
い
大
名
で
は
一
人
の

み
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
田
家
・
池
田
家
・
福
島
家
の
よ
う
に
普
請
奉
行
の
組
み
合
わ
せ
が
複
数
あ
る
大

名
家
が
あ
る
こ
と
は
、
絵
図
に
基
づ
い
て
一
度
に
す
べ
て
の
丁
場
が
割
り
付
け
ら
れ

た
の
で
は
な
く
、
複
数
回
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
招
集
し
て
会
議
を
開
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
そ
れ
ら
の
会
議
で
幕
府
普
請
奉
行
は
各
大
名
家
の
意
見
・
要
望
を
調

整
し
て
丁
場
を
割
付
け
、
各
大
名
家
普
請
奉
行
は
そ
の
場
で
丁
場
を
確
認
し
て
請
取

の
花
押
を
据
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、絵
図
の
細
川
家
普
請
奉
行
に
卯
月
十
八
日
付
「
役
高
ノ
覚
」
に
は
あ
っ

た
岡
村
の
名
前
が
見
え
ず
、
中
嶋
・
戸
田
の
み
が
花
押
を
据
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
絵
図
の
作
成
が
五
月
十
三
日
の
手
討
事
件
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

絵
図
の
作
成
時
期
／
丁
場
割
の
決
定
時
期

　

絵
図
の
作
成
時
期
す
な
わ
ち
丁
場
割
の
最
終
決
定
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

　

先
ず
「
役
高
ノ
覚
」
と
「
絵
図
」
の
天
守
台
・
小
天
守
台
を
除
く
惣
坪
数
を
比
較

す
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
二
三
六
八
一
・
五
坪
、二
二
三
八
三
・
六
三
坪
で
、「
絵
図
」
は
「
行

合
町
場
」
の
分
が
除
か
れ
た
数
値
で
あ
る
の
で
、
両
者
の
間
で
縄
張
全
体
と
し
て
み

れ
ば
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
役
高
ノ
覚
」
の
四

月
十
八
日
時
点
か
ら
「
絵
図
」
作
成
ま
で
の
間
に
、
大
名
へ
の
割
付
方
法
・
基
準
の

変
更
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
丁
場
割
そ
の
も
の
を
全
体
と
し
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
三
月
の
時
点
で
は
本
丸
・
天
守
の
根
石
置
き
は
五
月
一
日
の
予
定
で

あ
っ
た
ら
し
い
が（

（（
（

、
そ
れ
が
六
月
三
日
に
延
期
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
そ
れ
は
丁

場
割
の
変
更
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
森
可
重
も
そ
の
間
に
助
役
大

名
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

　

ま
た
細
川
家
の
普
請
奉
行
の
名
前
か
ら
、
五
月
十
三
日
の
細
川
忠
利
の
岡
村
半
右

衛
門
手
討
事
件
以
降
、
六
月
三
日
の
本
工
事
開
始
以
前
に
、
複
数
回
の
会
議
に
よ
り

絵
図
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
概
ね
絵
図
の
プ
ラ
ン
に
従
っ
て

着
工
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
ど
の
大
名
家
に
も

割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
「
行
合
町
場
」
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
着
工
前
に
全
て
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割
付
け
る
の
で
は
な
く
着
工
後
の
調
整
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
絵
図
の
プ
ラ
ン
で
は
本
丸
と
深
井
丸
の
謎
の
接
続
が
見
ら
れ
る
【
口

絵
２
・
図
１
・
13
】。
実
際
に
は
本
丸
と
深
井
丸
は
堀
で
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
、

絵
図
作
成
後
に
天
守
台
周
り
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
大
幅
な
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
天
守
台
を
担
当
し
た
加
藤
清
正
は
八
月
に
工
事
を
終
え
て
九
月
八
日
に
は
国

許
に
帰
り
着
い
た
と
さ
れ
る（

（（
（

の
で
、
そ
れ
ま
で
に
プ
ラ
ン
の
変
更
が
あ
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
絵
図
に
よ
る
丁
場
割
の
決
定
後
、
六
月
三
日
の
根
石
置
き

の
前
な
の
か
後
な
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
時
点
で
プ
ラ
ン
が
変
更
さ
れ
た
か
は
謎
と

し
て
残
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
て
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
は
慶
長
十
五
年
六
月
の
本
工
事
開
始
時
の
プ
ラ
ン
を

描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
普
請
奉
行
は
何
度
も
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
招
集

し
て
、
各
大
名
家
の
意
見
・
要
望
を
調
整
し
て
丁
場
を
割
り
付
け
、
そ
の
最
終
的
な

結
果
を
「
絵
図
」
に
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
は
「
絵
図
」
で

自
家
の
丁
場
を
確
認
し
て
該
当
箇
所
に
請
取
の
花
押
を
据
え
た
。「
絵
図
」
は
細
川

家
で
の
「
役
高
ノ
覚
」
作
成
の
四
月
十
八
日
以
降
、
さ
ら
に
言
う
と
細
川
忠
利
に
よ

る
岡
村
半
右
衛
門
手
討
事
件
の
五
月
十
三
日
か
ら
根
石
置
き
の
六
月
三
日
ま
で
の
間

に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
絵
図
」
に
示
さ
れ
た
丁
場
は
、
中
国
・
四
国
・
九
州
等
、
大
名
の
地
域
ご
と
に

ま
と
ま
り
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
地
域
の
中
で
も
、
近
隣
・
姻
戚
・
昵
懇
な
ど
、
大

名
相
互
の
関
係
が
丁
場
割
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
大
名
相
互
の
協
力
関

係
が
想
定
さ
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
一
つ
目
は
、
大
名
相
互
の
関
係
が
実
際
の
石
垣
か
ら
も
見
て
取
れ
る
か
、
例

え
ば
自
発
的
な
協
力
関
係
に
あ
る
細
川
家
と
稲
葉
家
な
ど
と
の
境
目
と
、
細
川
家
と

そ
れ
以
外
の
家
と
の
境
目
に
違
い
が
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
絵
図
に
見
ら
れ
る
本
丸
と
深
井
丸
の
謎
の
接
続
は
、
ど
の

段
階
で
プ
ラ
ン
変
更
さ
れ
、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
本
丸
と
深
井
丸
を
堀
で
分
離
す

る
プ
ラ
ン
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
文
献
史
料
や
絵
図
史
料
を
さ
ら
に
綿
密
に
読
み
込
ん
で
ゆ
く

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
石
垣
調
査
と
も
連
携
し
な
が
ら

解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

補
論

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
服
部
英
雄
所
長
よ
り
、
本
稿
で
慶
長
十
五
年
の
史
料
と
し
て

扱
っ
て
い
る
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」（
熊
本
大
学
蔵
）
の
年
次
は

慶
長
十
四
年
で
は
な
い
か
、ま
た
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」（
靖
國
神
社
遊
就
館
蔵
）

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
慶
長
十
五
年
四
月
十
九
日
頃
よ
り
前
で
あ
る
と
の
見
解
が

示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
討
論
と
重
な
る
内
容
も
あ
る
が
、

私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
、「
役
高
ノ
覚
」
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
慶
長
十
四
年
の
も
の
で
は
あ
り

え
な
い
と
考
え
る
。

　

慶
長
十
四
年
の
丹
波
篠
山
城
普
請
に
出
役
し
た
山
内
家
（
土
佐
高
知
）
の
普
請
奉

行
が
五
月
十
六
日
（
慶
長
十
四
年
）
付
で
現
地
か
ら
国
許
に
送
っ
た
書
状（

（（
（

の
一
節
に
、

「
一
、
丹
波
亀
山
𛂈
も
御
普
請
可
有
御
座
様
𛂈
、
丹
後
衆
被
申
候
間
、
石
場
・
小
屋

場
取
𛂈
一
昨
日
遣
申
候
、
是
日
慥
か
成
儀
に
て
御〔

無
御
〕無

座
候
へ
共
、
惣
様
取
𛂈
被
遣
由
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申
候
間
、
右
分
申
付
候
事
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
丹
波
亀
山
で
も
公
儀
普
請
が
あ

る
だ
ろ
う
と
の
情
報
を
「
丹
後
衆
」（
京
極
家
、
あ
る
い
は
「
丹
波
衆
」
の
書
き
誤

り
か
）
か
ら
聞
い
た
、
他
家
も
み
な
石
場
・
小
屋
場
を
確
保
す
る
た
め
に
下
奉
行
を

派
遣
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
山
内
家
で
も
そ
の
た
め
に
下
奉
行
を
派
遣
し
た
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
山
内
家
の
普
請
奉
行
は
、
こ
の
書
状
を
書
い
て
い
る
時
点
で
は

亀
山
城
の
普
請
は
確
実
な
話
で
は
な
い
も
の
の
、
現
地
情
報
と
し
て
か
な
り
確
度
の

あ
る
も
の
と
考
え
て
、
万
一
出
役
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
備
え
て
石
の
確
保
に
乗
り
出

し
た
の
で
あ
る
。
慶
長
十
四
年
五
月
中
旬
の
時
点
で
は
、
名
古
屋
城
の
普
請
を
行
う

と
い
う
家
康
の
意
思
は
諸
大
名
の
間
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
山
内
家
な
ど
篠

山
城
普
請
に
出
役
し
て
い
る
大
名
の
間
で
は
、
次
は
名
古
屋
城
で
は
な
く
亀
山
城
普

請
を
命
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
内
家
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
亀
岡
市
内
の
慶
長

十
五
年
亀
山
城
普
請
の
際
の
石
切
場
に
は
、「
三
さ
内
」（
池
田
輝
政
）、「
あ
さ
の
き

い
」（
浅
野
幸
長
）
と
刻
印
さ
れ
た
石
が
多
数
残
存
し
て
お
り（

（（
（

、
実
際
に
池
田
家
と

浅
野
家
で
は
、
亀
山
に
下
奉
行
を
派
遣
し
て
石
の
確
保
に
動
い
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
し
か
し
結
局
は
池
田
家
も
浅
野
家
も
名
古
屋
城
普
請
の
方
に
出
役
す
る
こ

と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
石
切
場
に
多
数
の
刻
印
石
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
・
亀
山
城
の
公
儀
普
請
で
は
、
助
役
の
大
名
本

人
が
現
地
に
詰
め
て
お
り（

（（
（

、
一
つ
の
大
名
家
が
同
時
に
両
方
に
出
役
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
名
古
屋
城
普
請
に
詰
め
て
い
る
浅
野
幸
長
よ
り

藤
堂
高
虎
に
宛
て
た
七
月
二
十
八
日
（
慶
長
十
五
年
）
付
書
状（

（（
（

に
は
、「
丹
州
亀
山

御
普
請
之
儀
、
各
被
仰
談
致
出
来
、
駿
府
へ
御
下
之
由
、
誠
早
速
御
隙
明
、
御
浦
山

敷
存
候
、
当
地
（
名
古
屋
）
可
有
御
見
廻
処
、
御
用
之
由
𛂈
付
、
直
𛂈
吉
田
へ
御
渡

海
之
由
、
御
尤
候
」
と
あ
り
、
亀
山
城
普
請
に
総
責
任
者
と
し
て
詰
め
て
い
た
藤
堂

高
虎
が
、
普
請
が
終
了
し
た
の
で
駿
府
へ
報
告
の
た
め
に
参
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
名
古
屋
に
は
寄
ら
ず
に
伊
勢
湾
を
直
接
吉
田
（
現
豊
橋
市
）
に
渡
海
し
た
こ
と

が
分
か
る
。
幸
長
は
亀
山
城
普
請
が
早
々
に
終
了
し
た
こ
と
を
「
御
浦
山
敷
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
仮
に
浅
野
家
が
亀
山
城
普
請
に
も
出
役
し
て
い
た
と
す
る
と
こ
の
よ

う
な
表
現
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
役
高
ノ
覚
」
に
記
さ
れ
る
縄
張
全
体
の
坪
数
は
「
絵
図
」
に
記
さ
れ
る
坪
数
に

近
い
具
体
的
な
数
値
で
あ
り
、
現
地
名
古
屋
以
外
の
場
所
で
試
算
さ
れ
た
概
数
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
役
高
ノ
覚
」
に
は
山
内
家
・
池
田
家
・
浅
野
家
な
ど
「
絵
図
」

に
見
え
る
大
名
家
が
金
森
家
を
除
い
て
す
べ
て
現
れ
る
の
で
、
他
家
に
も
細
川
家
同

様
に
具
体
的
な
丁
場
の
坪
数
が
幕
府
側
か
ら
知
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ

が
仮
に
慶
長
十
四
年
四
月
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
幕
府
は
そ
の
時
点
で
基
本
的

な
縄
張
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
現
地
で
招
集
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
篠
山
城
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
山
内
家
な
ど
が
そ
れ
に
並
行
し
て
自
家
の

普
請
奉
行
を
名
古
屋
に
派
遣
し
て
幕
府
普
請
奉
行
の
指
示
を
受
け
て
石
の
確
保
な
ど

の
準
備
を
行
い
、
さ
ら
に
五
月
に
亀
山
城
普
請
の
た
め
の
石
の
確
保
に
も
動
く
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
し
た
状
況
と
な
る
。
慶
長
十
四
年
十
一
月
に
幕
府
普
請
奉
行

牧
長
勝
が
名
古
屋
に
派
遣
さ
れ
て
地
割
・
縄
張
を
行
っ
た
と
す
る
「
当
代
記
」
の
記

述
と
も
齟
齬
す
る
上
に
、
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
現
地
に
詰
め
さ
せ
た
状
態
で
、

結
局
一
年
以
上
後
に
根
石
置
き
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
理
解
し
が
た
い
し
、
仮
に

そ
こ
で
招
集
し
た
大
名
家
の
普
請
奉
行
を
い
っ
た
ん
解
散
さ
せ
る
と
な
る
と
、
そ
れ

は
そ
れ
で
理
解
し
が
た
い
。

　

な
お
、「
役
高
ノ
覚
」
で
は
、
山
内
忠
義
が
「
山
内
対
馬
守
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

山
内
忠
義
は
慶
長
十
五
年
閏
二
月
十
八
日
に
秀
忠
よ
り
「
土
佐
守
」
を
命
じ
ら
れ
、

三
月
一
日
付
で
「
土
佐
守
」
の
官
途
状
と
「
忠
」
の
一
字
書
出
が
発
給
さ
れ
て
い
る
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の
で
、「
役
高
ノ
覚
」
の
年
次
が
慶
長
十
五
年
で
あ
る
と
す
る
と
官
職
が
合
わ
な
い

と
の
疑
問
も
あ
り
う
る
が
、
朝
廷
か
ら
の
口
宣
案
は
九
月
二
十
八
日
付
で
出
さ
れ
て

お
り（

（（
（

、
山
内
家
よ
り
細
川
家
へ
の
正
式
な
披
露
が
済
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
忠
義
が
細

川
家
内
で
「
対
馬
守
」
と
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

次
に
「
絵
図
」
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
服
部
所
長
の
見
解
を
要
約
す

る
と
概
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。
及
川
が
推
定
し
た
よ
う
に
「
絵
図
」
が
慶
長
十
五
年

五
月
十
三
日
以
降
の
作
成
で
あ
る
と
す
る
と
、
天
守
台
周
り
の
プ
ラ
ン
変
更
の
た
め

に
六
月
三
日
の
根
石
置
き
ま
で
に
堀
を
掘
っ
て
根
切
り
を
行
う
の
は
無
理
が
あ
る
。

従
っ
て
、「
絵
図
」
は
本
工
事
着
工
時
の
プ
ラ
ン
（
実
施
案
）
で
は
な
く
、
一
段
階

前
の
プ
ラ
ン
（
旧
案
）
で
あ
り
、
四
月
十
九
日
（
慶
長
十
五
年
）
付
浅
野
幸
長
書
状(((

(

に
「
御
縄
張
御
鍬
始
ニ
付
不
得
隙
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
鍬
始
め
は
四
月

十
九
日
頃
で
、「
絵
図
」
の
作
成
は
そ
れ
よ
り
も
前
と
な
る
。

　

先
ず
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、「
役
高
ノ
覚
」と「
絵
図
」の
前
後
関
係
は
、「
役
高
ノ
覚
」

が
前
、「
絵
図
」
が
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
役
高
ノ
覚
」
の
年
次
が
慶
長
十
五
年
で

あ
る
以
上
、「
絵
図
」
の
作
成
は
少
な
く
と
も
慶
長
十
五
年
四
月
十
八
日
以
降
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
さ
ら
に
、
細
川
家
普
請
奉
行
の
三
名
の
う
ち
岡
村
半
右
衛
門
の
名
前
が

「
絵
図
」
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、「
絵
図
」
の
作
成
は
岡
村
が
細
川
忠
利
に
手
討
に

さ
れ
た
五
月
十
三
日
以
降
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
岡
村
が
存
命
の
う
ち
で
も
、
石

切
丁
場
の
方
に
い
て
「
絵
図
」
に
基
づ
く
丁
場
割
付
の
会
議
に
出
席
し
な
か
っ
た
と

い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
複
数
回
に
わ
た
る
会
議
を
全
て
欠
席
し
た
と
な
る

と
、
忠
利
と
の
確
執
か
ら
岡
村
が
す
で
に
実
質
的
に
普
請
奉
行
の
職
を
解
か
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
後
藤
論
文
（
本
書
第
四
章
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岡
村

が
忠
興
（
忠
利
父
）
が
特
別
に
任
命
し
た
普
請
奉
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
忠

利
の
一
存
で
更
迭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、「
絵
図
」
の
成
立
は

や
は
り
岡
村
の
死
後
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　
「
当
代
記
」
に
よ
る
六
月
三
日
根
石
置
き
の
記
事
が
正
し
い
と
し
て
、「
絵
図
」
作

成
か
ら
根
石
置
き
の
間
に
天
守
周
り
の
プ
ラ
ン
を
変
更
し
て
堀
を
掘
り
、
根
切
り
を

行
う
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
必
ず
し
も
本
工
事
開
始
時
に
本
丸
・

天
守
台
全
て
の
根
切
り
が
現
在
見
ら
れ
る
プ
ラ
ン
の
通
り
に
終
わ
っ
て
い
る
必
要
は

な
い
と
考
え
る
。

　

六
月
二
十
日
に
本
丸
の
竣
工
に
対
し
て
家
康
の
御
内
書
（
感
状
）
が
発
給
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
加
藤
家
や
細
川
家
な
ど
数
例
知
ら
れ
て
い
る
が（

（（
（

、
こ
れ
に
よ
り
本
丸
・

天
守
台
の
全
て
が
竣
工
し
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
「
当
代
記
」
の
六
月

三
日
根
石
置
き
の
記
事
が
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
く
、
本
丸
・
天
守
台
に
つ
い
て
は

元
の
予
定
通
り
五
月
一
日
に
根
石
置
き
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
四
月
十
八
日
以
降

に
幕
府
普
請
奉
行
が
丁
場
の
割
付
基
準
の
変
更
も
含
め
て
各
大
名
と
の
調
整
を
終
わ

ら
せ
た
上
で
「
絵
図
」
を
作
成
し
、
そ
れ
ま
で
本
丸
に
は
当
た
っ
て
い
な
か
っ
た
浅

野
家
・
福
島
家
・
毛
利
家
に
本
丸
を
担
当
さ
せ
、
さ
ら
に
天
守
台
周
り
の
大
幅
な
プ

ラ
ン
変
更
を
す
る
こ
と
の
方
が
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
六
月
三
日
根
石
置
き
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、そ
れ
ま
で
に
天
守
台
周
り
の
プ
ラ
ン
変
更
が
決
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

根
石
置
き
後
に
一
斉
に
工
事
を
開
始
し
て
二
週
間
程
度
で
本
丸
全
体
を
竣
工
さ
せ
る

に
は
、
特
に
細
川
家
の
よ
う
に
本
丸
で
複
数
の
丁
場
を
割
り
当
て
ら
れ
た
家
に
と
っ

て
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
天
守
台
を
担
当
し
た
加
藤
清
正
は
八
月
に
工
事
を
完
了
さ

せ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
本
丸
・
天
守
台
の
普
請
は
そ
れ
ま
で
は
続
い
て
い
た
の
で
あ

り
、
六
月
の
家
康
の
感
状
は
い
く
つ
か
に
分
け
た
工
区
の
あ
る
部
分
の
竣
工
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
絵
図
」
の
作
成
後
、
六
月
三
日
以
前
に
天
守
台
周
り
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註（
１
）『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
小
学
館
、一
九
八
五
年
）、『
巨
大
城
郭　

名
古
屋
城
』（
名

古
屋
城
特
別
展
図
録
、
二
〇
一
三
年
）。

（
２
）
以
下
、
本
絵
図
の
解
説
は
、
及
川
亘
「
靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」

に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附
属
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
八
七
号
、

二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）「
綿
考
輯
録
」
巻
十
八
（『
出
水
叢
書
２　

綿
考
輯
録
』
第
二
巻
）。

（
４
）「
綿
考
輯
録
」
巻
十
八
（『
出
水
叢
書
２　

綿
考
輯
録
』
第
二
巻
）。

（
５
）
高
知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
山
内
家
文
書
」
老
中
奉
書
七
号
。

（
６
）
閏
二
月
六
日（
慶
長
十
五
年
）付
山
内
忠
義
書
状（
高
知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵「
山
内
家
文
書
」

長
帳
甲
一
所
収
）。

（
７
）
五
月
十
三
日（
慶
長
十
四
年
）付
山
内
忠
義
書
状（
高
知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵「
山
内
家
文
書
」

長
帳
甲
一
所
収
）、
五
月
十
六
日
（
慶
長
十
四
年
）
付
山
内
掃
部
佐
書
状
（
同
上
）
な
ど
。

（
８
）
篠
山
城
普
請
で
は
、
年
月
日
欠
（
慶
長
十
四
年
六
月
）
山
内
忠
義
書
状
（
高
知
城
歴
史
博

物
館
所
蔵
「
山
内
家
文
書
」
長
帳
甲
一
所
収
）
に
よ
る
と
、
幕
府
は
初
め
大
名
本
人
の
現

地
へ
の
出
勤
を
禁
止
し
た
が
、
七
月
二
十
一
日
（
慶
長
十
四
年
）
付
山
内
忠
義
書
状
（
高

知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
山
内
家
文
書
」
長
帳
甲
一
所
収
）
に
よ
る
と
惣
奉
行
で
あ
る
池

田
輝
政
が
現
地
に
赴
く
こ
と
に
な
り
、
山
内
家
で
も
池
田
家
か
ら
の
情
報
を
得
つ
つ
、
輝

政
に
倣
っ
て
忠
義
本
人
も
篠
山
へ
出
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
９
）
浅
野
幸
長
も
、
い
ま
だ
名
古
屋
城
普
請
へ
の
出
役
が
正
式
に
決
定
し
な
い
段
階
の
慶
長

十
五
年
二
月
六
日
に
金
座
の
後
藤
光
次
に
宛
て
た
書
状（『
大
日
本
古
文
書
』「
浅
野
家
文
書
」

一
八
七
号
）
の
中
で
、
名
古
屋
城
普
請
に
つ
い
て
「
羽
三
左
殿
と
申
談
、
何
や
う
と
も
三

左
衛
門
殿
次
第
𛂈
可
仕
候
間
、
可
御
心
安
候
」
と
池
田
輝
政
の
指
南
に
従
う
べ
き
旨
述
べ

て
い
る
。

（
10
）『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
七
、
慶
長
十
五
年
三
月
十
八
日
条
。

（
11
）
慶
長
十
六
年
七
月
二
十
三
日
付
穴
太
駿
河
扶
持
米
請
取
状
（「
穴
太
駿
河
家
文
書
」）
な
ど
。

（
12
）「
当
代
記
」
慶
長
十
四
年
十
一
月
十
六
日
条
、「
同
」
正
月
九
日
条
、「
蓬
左
遷
府
記
稿
」
な
ど
。

（
13
）
藤
井
譲
治
『
徳
川
家
康
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
に
よ
る
と
、
慶
長
十
五
年
初
の

家
康
は
正
月
九
日
に
駿
府
発
、
遠
江
相
良
に
向
か
い
同
十
三
日
に
は
駿
府
着
、
同
十
九
日

に
駿
府
発
、
同
二
十
四
日
に
遠
江
中
泉
着
、
二
月
二
日
に
中
泉
発
、
同
四
日
に
駿
府
着
で

あ
る
。

（
14
）
こ
の
う
ち
生
駒
家
は
代
替
わ
り
前
の
「
生
駒
讃
岐
守
（
生
駒
一
正
）」
と
な
っ
て
い
る
。
山

内
忠
義
は
閏
二
月
に
将
軍
秀
忠
よ
り
「
土
佐
守
」
を
命
じ
ら
れ
、「
忠
」
の
字
を
賜
る
が
、「
山

内
対
馬
守
」
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
補
論
」
で
後
述
す
る
。

（
15
）
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
寄
託
（
松
井
文
庫
所
蔵
）「
松
井
文
書
」

一
六
〇
七
号
（
同
館
編
『
松
井
文
庫
所
蔵
古
文
書
調
査
報
告
書
』
八
、二
〇
〇
四
年
所
収
）。

（
16
）
金
森
可
重
が
実
際
に
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
に
出
役
し
て
い
る
こ
と
は
、
年
月
日

欠
（
慶
長
十
五
年
九
月
）
鍋
島
勝
茂
書
状
（『
佐
賀
県
史
料
集
成　

古
文
書
編
』
八
「
多
久

家
文
書
」
二
八
三
号
）
に
「
雲
州
（
金
森
可
重
）
へ
の
石
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
こ
の
書
状
が
名
古
屋
城
普
請
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
及
川
「
現
場
監
督

す
る
大
名
―
多
久
家
文
書
に
み
る
公
儀
普
請
―
」（『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名

家　

佐
賀
藩
多
久
家
文
書
を
読
み
な
お
す
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）
前
掲
註
（
13
）、
三
月
二
十
二
日
（
慶
長
十
五
年
）
付
細
川
忠
利
書
状
に
は
、「
御
本
丸
・

御
天
守
の
分
𛂞
（
中
略
）
ね
石
𛂞
五
月
一
日
と
被
仰
出
候
間
」
と
あ
る
。

の
プ
ラ
ン
変
更
が
決
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
替
わ
る
別
の
絵
図
は
作
成
さ
れ

ず
、
天
守
台
周
り
の
改
変
箇
所
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
「
絵
図
」
に
従
っ
て
着
工
さ

れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
六
月
三
日
以
後
に
プ
ラ
ン
変
更
が
決
定
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
当
然
「
絵
図
」
に
従
っ
て
着
工
さ
れ
、
一
部
工
事
の
や
り
直
し
が
発

生
し
た
と
し
て
も
、
家
康
の
意
向
と
し
て
半
ば
強
引
に
変
更
プ
ラ
ン
を
実
施
し
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
絵
図
」
を
六
月
三
日
の
本
工
事
開
始
時
の
プ
ラ
ン
と
み
て

問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
プ
ラ
ン
変
更
の
具
体
的
な
時
期
は
依
然
と

し
て
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
石
垣
調
査
の
進
展
な
ど
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
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（
18
）「
蓬
左
遷
府
記
稿
」・「
清
正
行
状
」
な
ど
。

（
19
）
五
月
十
六
日
（
慶
長
十
四
年
）
付
山
内
掃
部
佐
書
状
（
高
知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
山
内

家
文
書
」
長
帳
甲
一
所
収
）。

（
20
）『
築
城
四
〇
〇
年
記
念　

丹
波
亀
山
城
石
切
丁
場
跡
調
査
報
告
書　

丹
波
亀
山
城
の
謎
』
地

域
資
源
を
掘
り
起
こ
す
会
編
、
二
〇
〇
九
年
。

（
21
）
前
掲
註
（
16
）
及
川
論
文
。
慶
長
期
（
豊
臣
家
滅
亡
以
前
）
に
公
儀
普
請
が
軍
役
と
し
て

大
名
に
賦
課
さ
れ
る
場
合
、
大
名
本
人
の
出
役
は
任
意
で
は
な
い
。
直
接
幕
府
か
ら
大
名

本
人
の
出
役
が
求
め
ら
れ
ず
、
大
名
本
人
が
戦
功
の
一
種
と
考
え
て
自
発
的
に
現
地
に
詰

め
る
場
合
で
も
、
軍
役
と
し
て
の
性
格
上
、
そ
れ
は
半
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
逆
に
慶

長
十
二
・
十
三
年
の
駿
府
城
普
請
の
よ
う
に
大
名
本
人
の
出
役
が
停
止
さ
れ
る
場
合
は
、「
御

自
身
御
下
候
事
堅
御
無
用
」（
閏
卯
月
十
八
日
［
慶
長
十
二
年
］
付
毛
利
秀
就
宛
幕
府
普
請

奉
行
連
署
書
状
、「
毛
利
家
文
庫
」
２
幕
府
57
）
な
ど
と
明
示
的
に
指
示
さ
れ
る
。
な
お
、

元
和
・
寛
永
期
（
豊
臣
家
滅
亡
以
後
）
の
大
坂
城
・
江
戸
城
な
ど
の
公
儀
普
請
で
は
、
基

本
的
に
大
名
本
人
の
出
役
は
停
止
さ
れ
る
。

（
22
）「
宗
国
史
」
賜
書
録
四
所
収
。

（
23
）
閏
二
月
二
十
九
日
（
慶
長
十
五
年
）
付
山
内
忠
義
書
状
（
高
知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
山

内
家
文
書
」
長
帳
甲
一
所
収
）、
山
口
和
夫
『
近
世
日
本
政
治
史
と
朝
廷
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
）
第
一
部
第
四
章
。

（
24
）「
備
後
三
原
浅
野
文
書
」。

（
25
）「
加
藤
神
社
文
書
」（
加
藤
清
正
宛
、『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
六
、
慶
長
十
五
年
二
月

是
月
条
の
補
遺
所
収
）、「
綿
考
輯
録
」
巻
二
十
八
（
細
川
忠
利
宛
）、「
生
駒
家
宝
簡
集
」（
生

駒
正
俊
宛
）
な
ど
。
管
見
の
限
り
原
本
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
取
り
扱
い
に
は
慎
重
を
要

す
る
が
、
反
証
も
な
い
の
で
一
応
家
康
の
感
状
発
給
を
信
じ
て
お
く
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

感
状
の
な
か
に
「
日
向
記
」
所
収
の
伊
東
祐
慶
（
日
向
飫
肥
）
宛
（
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
架
蔵
謄
写
本
「
日
向
記
」
六
、
巻
十
三
「
祐
慶
主
所
々
御
普
請
事
」）
の
も
の
が
あ
る
が
、

伊
東
家
は
他
に
は
「
絵
図
」
も
含
め
名
古
屋
城
普
請
出
役
の
所
見
が
な
い
。
こ
の
感
状
も

正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、
日
向
か
ら
名
古
屋
に
着
く
に
は
数
週
間
か
か
る
の
で
、「
絵
図
」

作
成
後
に
伊
東
家
が
助
役
大
名
と
し
て
追
加
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
伊
東
家
の
普
請

衆
の
着
到
が
遅
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、「
日
向
記
」
で
は
「
一
、
尾
州
名
護
屋
ノ
城
本
丸
ノ

普
請
有
之
、
翌
十
五
年
庚
戌
正
月
人
夫
上
ル
、
二
月
ヨ
リ
取
付
、
同
九
月
調
」
と
、
正
月

に
普
請
衆
が
上
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
要
検
討
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
同
じ
く
「
日
向
記
」
で
は
「
一
、
慶
長
十
四
年
己
酉
、
十
二
月
丹
波
亀
山
城
普
請

被
仰
付
、
人
夫
千
五
百
人
上
ル
」
と
、
伊
東
家
が
名
古
屋
と
亀
山
に
同
時
に
出
役
し
た
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
要
検
討
で
あ
る
。
人
夫
の
数
か
ら
す
れ
ば
千
石
夫
役
（
表

高
五
万
七
千
石
の
伊
東
家
で
あ
れ
ば
最
低
五
十
七
人
）
で
は
な
く
軍
役
と
し
て
賦
課
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
が
、
本
文
お
よ
び
註
（
21
）
に
述
べ
た
よ
う
に
、
名
古
屋
と
亀
山
に
同
時

に
出
役
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
よ
う
な
例
は
他
の
文
献
史
料
で

見
当
た
ら
ず
、
名
古
屋
城
の
こ
と
を
亀
山
城
と
し
て
し
ま
っ
た
か
、
記
述
の
ど
こ
か
に
誤

り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。




